
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・JA口座取引、出荷精算取引、購買取引を自動仕訳いたします。 

・青色申告に必要な書類が作成されます。 

・青色申告を行うと最大65万円の特別控除が可能です。(下図参照) 

・ソフトの買換えやバージョンアップ代が不要です。 

・年末調整（源泉徴収票等発行機能）が行えます。 

・インターネットが接続可能な環境であれば、どこにいても作業ができます。 

・万が一パソコンが壊れた場合でも、自分のデータが無くなることはありません。 

・不動産所得にも対応しています。・希望者（個人経営）の方に、経営分析をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他青色申告の特典（主なもの）】 

・30 万円未満の償却資産を購入年に一括経費にできる等 
※青色申告は収入保険の加入要件です。 

※上記の特典を受けるには、各々に届出や条件があります。 

 

 

 

 

 

 

 

青色申告を始めるには 

「青色申告承認申請書」を

開始年の 3 月 15 日迄に 

納税地の税務署長に提出 

ご利用のお申し込み・お問合せは 
ＪＡえちご上越 農業経営サポート課 電話０２５－５２７－２０３５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Web 農業簿記 


